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Ⅲ 鉄筋コンクリート造等の擁壁の設計 

 １ 要求性能 

 

【政令】（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

 第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構 

造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。）に

よって擁壁が破壊されないこと。 

二 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

三 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。 

四 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの

許容応力度を超えないことを確かめること。 

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを

確かめること。 

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他

の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。 

四 土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確か

めること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる応

力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧について

は、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用い

ることができる。 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築

基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一

条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関す

る部分の例により計算された数値 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算

された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を

用いることができる。 

 

 

【建築基準法施行令】（構造設計の原則） 

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地

の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自

重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、

一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。 

２ 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべ

きものとする。 
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３ 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような 

剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたすべきものとする。 

 

審査基準 

・ 擁壁が以下に示す性能を有していること。 

 

［安定性］ 

常時  ・擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの１．５倍以上であること。 

・擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の１．５倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の長期許容支持力以下であること。 

大地震時・擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの１．０倍以上であること。 

・擁壁底面における滑動抵抗力が滑動外力の１．０倍以上であること。 

・最大接地圧が、地盤の極限支持力度以下であること。 

 

［部材の応力度］ 

常時  ・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の長期許容応力度を超えないこと。 

中地震時・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、材料の短期許容応力度を超えないこと。 

大地震時・擁壁躯体の各部に作用する応力度が、終局耐力(設計基準強度及び基準強度)を超 

えないこと。 

 
表４－３－１ 安全率（Ｆs) 等のまとめ 

 常時 中地震時 大地震時 

転倒 １．５ － １．０ 

滑動 １．５ － １．０ 

支持力 ３．０ － １．０ 

部材応力 長期許容応力度 短期許容応力度 終局耐力※ 

（設計基準強度及

び基準強度） 

※終局耐力とは、曲げ、せん断、付着割裂等の終局耐力をいう。  
 
 

表４－３－２ 耐震設計の区分 

条件 

（擁壁の全高ΣＨ） 
常時 中地震時 大地震時 

ΣＨ≦５ｍ ○ － － 

ΣＨ＞５ｍ ○ ○ ○ 
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図４－３－１ 擁壁の見え高、根入れ深さ、構造上の擁壁の高さ 

 

２ 設計定数 

 

【政令】（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

 第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構 

造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一～四 略 

２ 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧について

は、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用い

ることができる。 

二 略 

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算

された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を

用いることができる。 

 

別表第二 

土質 単位体積重量（一立

法メートルにつき） 

土圧係数 

砂利又は砂 一・八トン 〇・三五 

砂質土 一・七トン 〇・四〇 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 一・六トン 〇・五〇 

別表第三 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 〇・五 

砂質土 〇・四 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面からすくなくとも十五

センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。） 

〇・三 

 
 

審査基準 
・ 政令に基づき設計すること。 

 

《解説》 

  擁壁の構造計算に用いる設計定数が適切であること。 

参考：盛土等防災マニュアルの解説(盛土等防災研究会編集、初版)Ⅷ・３擁壁の設計及び施工 
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  設計定数の設定方法については以下に示すとおり。 

 

［背面土］ 

単位体積重量γ、内部摩擦角φについては、使用する材料により土質試験を行い求めること。 

土圧係数 ＫＡ は以下の式（クーロンの主働土圧係数）により求めること。 

 

 

主働土圧係数＝ 

 

 

 

φ ：土の内部摩擦角［°］ 

α ：宅地擁壁背面と鉛直面とのなす角［°］ 

δ ：壁面摩擦角［°］ 

β ：地表面と水平面のなす角［°］ 

 

  土質試験を行わない場合は、 表４－３－３に示す単位体積重量γ及び土圧係数 ＫＡ を使用 

すること。 

表４－３－３ 単位体積重量と土圧係数 

土 質 単位体積重量γ（ＫＮ/㎥） 土圧係数ＫＡ 

砂利又は砂 １８ ０．３５ 

砂質土 １７ ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 １６ ０．５０ 

参考/引用：盛土等防災マニュアルの解説(盛土等防災研究会編集、初版)  

Ⅷ・３擁壁の設計及び施工 

 

［基礎地盤］ 

底版と基礎地盤の間の付着力ＣＢ は考慮しないこと。 

摩擦係数μについては、土質試験結果から以下の式により求めること。 

摩擦係数μ=tanφＢ 

φＢ：基礎地盤の内部摩擦角 

基礎地盤が土の場合に、摩擦係数は０．６を超えないこと。 

土質試験を行わない場合は表４－３－４に示す数値を使用すること。 

 

 

 

 

 

cos2（φ－α） 

sin(φ＋δ・sin(φ－β) 

cos(α＋δ)・cos(α－β) 
cos2α・cos(α＋δ)・ １＋ 

2 
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表４－３－４ 基礎地盤と摩擦係数 

基 礎 地盤 の 土質          摩擦係数μ 備 考        

岩、岩屑、砂利、砂 ０．５  

砂質土 ０．４  

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 

０．３ 

擁壁の基礎底面から少なくとも 

１５㎝までの深さの土を砂利又は砂

に置き換えた場合に限る。 

参考/引用：盛土等防災マニュアルの解説(盛土等防災研究会編集、初版)  

Ⅷ・３擁壁の設計及び施工 

 

［積載荷重］ 

 設計に用いる積載荷重は、土地利用上想定される荷重とし、以下に示す荷重とする。 

    自動車活荷重又は建築物等 ｑ＝１０ＫＮ／㎡ 

     建築物等         ｑ＝  ５ＫＮ／㎡以上（実状に応じた適切な積載荷重  

とする。安易に最小値としてはならない。） 

なお、表４－３－３の土圧係数には、５ＫＮ／㎡の積載荷重が含まれることに留意すること。 

 

［自重］ 

鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値又は２４．０ＫＮ／㎥として計算する

こと。 

片持梁式擁壁の自重については、躯体重量のほか、かかと版上の載荷土を躯体の一部とみ 

なし土の重量を含めること。 

 無筋コンクリートの単位体積重量は、実況に応じた値又は２３．０ＫＮ／㎥として計算する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着色を施した部分を自重とする。 

図４－３－２ 擁壁の自重 
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参考/引用：道路土工-擁壁工指針（（公社）日本道路協会、平成 24 年 7 月） 

［地震時の荷重］ 

設計時に用いる地震時荷重は、①地震時土圧による荷重又は②擁壁の自重に起因する地震時 

慣性力に常時の土圧を加えた荷重のうち、いずれか大きい方とすること。 

設計に用いる設計水平震度Ｋhは、中地震時０．２以上、大地震時０．２５以上とすること。 

 

［切土部擁壁に作用する土圧］ 

切土部擁壁とは、擁壁の背後に切土面等、裏込め土とは異質の境界面が接近している場合の 

擁壁である。この場合、擁壁に作用する土圧の大きさが、この境界面の存在によって影響を受  

け、通常の盛土部の場合とは異なってくることがある。切土面自体が安定していると判断され 

る場合には、裏込め土のみによる土圧を考慮すればよいが、この場合通常の盛土部擁壁におけ 

る土圧に比較して、切土面の位置や勾配、切土面の粗度、排水状態等によって大きくなること 

もあるので注意を要する。切土面が不安定で地山からの影響を考慮する必要のある場合は、切 

土面を含んだ全体について土圧を検討する必要がある。 

 

 

３ 土圧の算定 

 

審査基準 

・ 以下に基づき設計すること。 

 

 ［土圧の作用面と土質定数、壁面摩擦角等］ 

   土圧の作用面は、重力式擁壁及びもたれ式擁壁については、躯体コンクリート背面とす

る。 

また、片持梁式擁壁及び控え壁式擁壁については、部材計算は、躯体コンクリート背面、

安定計算においては、かかとを通る鉛直な仮想背面とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－３ 土圧の作用面《重力式擁壁等/もたれ式擁壁》 
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参考/引用：道路土工-擁壁工指針（（公社）日本道路協会、平成 24 年 7 月） 

安定性の照査時及び底版の部材設計時の 
土圧作用面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－４ 土圧の作用面《片持梁式擁壁等の土圧作用面》 

 

 

   土質計算に用いる土の内部摩擦角は、土質試験によって決定すること。 

なお、土質試験を行わない場合は表４－３－５の数値を用いてもよい。この場合、土質を

設定した根拠を明示すること。 

表４－３－５ 内部摩擦角 

 土 質          内部摩擦角 ［°］ 

砂 利 、 砂       ３０ 

砂 質 土       ２５ 

シ ル ト 、 粘 土         ２０ 

 

   土圧の作用位置は、土圧分布下端より分布高さＨの１／３とすること。 

壁面摩擦角δは、表４－３－６に示すところにより決定すること。 

 

表４－３－６ 壁面摩擦角 

擁壁の種類 計算の種類 

(検討項目) 

摩擦角の種類 

(土圧作用面の状態) 

壁面摩擦角 

常時 

δ 

地震時 

δE 

重力式 

もたれ式 

安定計算 

部材計算 

土とコンクリート 

 

２φ／３ 

（ただし、擁壁背面に石油系素材の

透水マットを使用した場合は、  

φ／２） 

φ／２ 

片持梁式 

控え壁式 

安定計算 土と土 ・β (図４－３－５（a）の場合） 

・β’(図４－３－５（b）の場合） 

斜面途中で地表面が水平 

・ゼロ(図４－３－５（c）の場合） 

Ｐ１０８ 

下段による 

部材計算 土とコンクリート ２φ／３ φ／２ 

たて壁の部材設計時における土圧作用面 
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sinφ・sin(θ＋⊿－β) 

１－sinφ・cos(θ＋⊿－β) 

sinφ(β＋θ) 

sinφ 

注１）ただし、β’（β）＞φのときはδ＝φとする。φ：土の内部摩擦角(せん断抵抗角) 

注２）地震時においては、透水マットの有無にかかわらず、φ／２とする。 

参考：盛土等防災マニュアルの解説(盛土等防災研究会編集、初版) Ⅷ･3 擁壁の設計及び施工 

参考：道路土工-擁壁工指針（（公社）日本道路協会、平成 24 年 7 月） 

 

 

表４－３－７ 仮想のり面摩擦角β’の設定方法 

背後ののり面勾配 β’ 

一様な場合 
のり面勾配（背面ののり面が一様な場合は、β’をのり面傾斜角βと

する。） 

変化する場合 
仮定した滑り線と上部平面の交点から法肩までの距離を二分した点

と仮想背面とのり面の交点を結んだ線と水平面の勾配  

参考：道路土工-擁壁工指針（（公社）日本道路協会、平成 24 年 7 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(仮想背面がのり面と交差) (仮想背面がのり面と交差)    (仮想背面が平坦面と交差) 

図４－３－５ β’の設定方法 

 

［地震時の壁面摩擦角］ 

地震時の壁面摩擦角δEは、次の式により求める。 

 

tanδE＝ 

 

      ここに、sin⊿＝ 

 

        φ：土の内部摩擦角［°］ 

        θ：地震時合成角［tan-1Ｋｈ］ 

Ｋｈ：設計水平震度 

        β：地表面勾配［°］ 

          ただし、β＋θ≧φの場合には、σ＝φとする。 
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１ 

２ 

 ［主働土圧］ 

   主働土圧の算定は、クーロンの土圧公式もしくは、試行くさび法により求められた土圧を用 

い安定計算を行うこととする。 

地震時の土圧は、岡部・物部式の土圧公式もしくは、試行くさび法により求められた土圧を 

用いること。 

 

① クーロンの土圧公式（常時） 

クーロンの土圧は以下の式により求められる。 

 

    ＰＡ＝  ＫＡ・γ・Ｈ2 

 

 

ＫＡ＝ 

 

 

 

      ただし、φ＜βとなる場合は、この式は適用できない。 

       ここに、 

           ＰＡ:主働土圧合力［ＫＮ／ｍ］ 

           ＫＡ:主働土圧係数 

           γ :裏込め土の単位体積重量［ＫＮ／㎥］ 

                      Ｈ ：構造計算上の擁壁の高さ［ｍ］ 

           φ ：裏込め土の内部摩擦角［°］ 

                      δ ：壁面摩擦角（表４－３－６による）［°］ 

                      α ：壁背面と鉛直面のなす角［°］ 

                      β  ：裏込め地表面と水平面のなす角［°］ 

       である。 

       主働土圧合力の作用位置は底版下面よりＨ／３とすること。 

       また、ＰＡ の水平成分ＰＨ 及び鉛直成分ＰＶは次式で与えられる。 

ＰＨ＝ＰＡ ・cos（α＋δ） 

ＰＶ＝ＰＡ ・sin（α＋δ） 

 

② 試行くさび法（常時） 

試行くさび法は、図４－３－６に示すように裏込め土中に擁壁のかかとを通る任意の平面すべ

り面を仮定し、それぞれのすべり面において土くさびに対する力のつり合いから土圧を求め、そ

のうちの最大値を主働土圧合力ＰＡとする土圧算定法である。 

 

cos2（φ－α） 

sin(φ＋δ)・sin(φ－β) 

cos(α＋δ)・cos(α－β) 
cos2α・cos(α＋δ)・１＋ 

2 
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図４－３－６ 試行くさび法 

     ここに、 

Ｈ：土圧計算に用いる壁高（仮想背面を考える場合はその高さ）［ｍ］ 

         Ｗ：土くさびの重量（載荷重を含む）［ＫＮ／ｍ］ 

         Ｒ：すべり面に作用する反力［ＫＮ／ｍ］ 

         Ｐ：土圧合力［ＫＮ／ｍ］ 

         α：壁背面と鉛直面のなす角［°］    

                  φ：裏込め土の内部摩擦角［°］ 

δ：壁面摩擦角（β＞φのときはδ＝φとする）［°］ 

                  ω：仮定したすべり線と水平線のなす角［°］ 

である。 

 

      主働土圧合力の作用位置は底版下面よりＨ／３とすること。 

また、ＰＡの水平成分ＰＨ及び鉛直成分ＰＶは次式で与えられる。 

         ＰＨ＝ＰＡ・cos（α＋δ） 

ＰＶ＝ＰＡ・sin（α＋δ） 
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［受動土圧］ 

擁壁前面の埋戻し土による受動土圧は考慮しないこととする。 

 

 ［地震時土圧］ 

   地震時土圧の具体的算定方法は、盛土等防災マニュアルの解説等を参照のこと。 

 

 ［地震時慣性力］ 

   擁壁の自重に起因する地震時慣性力は、設計水平震度をＫｈ、擁壁の自重をＷとすると、擁 

壁の重心Ｇを通って水平方向にＫｈ・Ｗとして作用させる。 

（盛土等防災マニュアルの解説等を参照のこと。） 

 

［擁壁を含む地盤または斜面全体の安定性の検討］ 

軟弱層を含む地盤上に擁壁を設置する場合や斜面上に擁壁を設置する場合には、擁壁を含 

む広い範囲にわたって沈下や滑り破壊等を生じることがあるため、背面盛土や基礎地盤を含 

む全体の安全性について総合的に検討を行うこと。 

また、擁壁の基礎地盤が不安定な場合には、必要に応じて、基礎処理等の対策を講じなけれ   

ばならない。 

 

 ［転倒に対する検討］ 

擁壁の底版下面には、擁壁自重、載荷重及び土圧などによる荷重が作用する。 

これらの力の合力の作用点が擁壁の底版外に存在する場合には、擁壁は転倒するように 

変位する。転倒に対する安全率Ｆsは、次式により評価すること。 

Ｆs＝ Ｍr／Ｍo  ≧１．５（常時）、１．０（大地震時） 

ここに、 

Ｆs：転倒安全率 

Ｍr：転倒に抵抗しようとするモーメント［ＫＮ・ｍ］ 

Ｍo：転倒させようとするモーメント［ＫＮ・ｍ］ 

 

また、設計においては、転倒安全率Ｆsの値の規定とともに、合力Ｒの作用位置が次の底版 

中央からの偏心距離（ｅ）の条件を満足しなければならない。 

 

表４－３－８ 偏心距離(ｅ)の条件 

 偏心距離(ｅ) 

常  時 (ｅ)≦Ｂ／６ 

大地震時 (ｅ)≦Ｂ／２ 
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∑Ｍr－∑Mo   Ｗ・ａ＋ＰＶ・ｂ－ＰＨ・ｈ 

∑Ｖ            W＋ＰＶ 

Ｂ 

２ 

＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－７ 合力作用位置 

 

底版下面における地盤反力は、これら荷重合力の作用位置により異なる。 

図４－３－７において、つま先から合力Ｒの作用点までの距離ｄは次式によること。 

 

 

 

ΣＭr：つま先まわりの抵抗モーメント［ＫＮ・ｍ］ 

ΣＭo：つま先まわりの転倒モーメント ［ＫＮ・ｍ］ 

ΣＶ：底版下面における全鉛直荷重［ＫＮ］ 

   Ｗ  ：自重［ＫＮ］ 

   ＰＶ ：土圧合力の鉛直成分［ＫＮ］ 

ＰＨ ：土圧合力の水平成分［ＫＮ］ 

 ａ ：つま先とＷの重心との水平距離［ｍ］ 

 ｂ ：つま先とＰＶの作用点との水平距離［ｍ］ 

 ｈ ：底版下面とＰＨの作用点との鉛直距離［ｍ］ 

 

合力Ｒの作用点の底版中央からの偏心距離ｅは次式によること。 

  

ｅ＝  －ｄ       Ｂ：擁壁の底面幅［ｍ］ 

 

 ［滑動に対する検討］ 

   擁壁には、擁壁を底版下面に沿ってすべらせようとする滑動力と、これに対して基礎地盤の 

間に生じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方へ押し出されるように 

滑動する。 

滑動力は主として、土圧、地震慣性力等の外力の水平成分からなり、滑動抵抗力は、主とし 

て底版下面と基礎地盤の間に生じるせん断抵抗力からなる。 

なお、擁壁前面の土による受働土圧も抵抗力として考えられるが、長期にわたる確実性が期 

待できないことが多いので、安定検討上考慮しないこと。また、底版と基礎地盤の間の付着力 

も考慮しないこと。 

ｄ＝ 
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滑動に対する抵抗力   ∑Ｖ・μ 

滑動力       ∑Ｈ 

（Ｗ＋ＰＶ ）・μ 

   ＰＨ 

Ｒv     ６・ｅ 

Ｂ        Ｂ 

Ｒv      ６・ｅ 

Ｂ        Ｂ 

２Ｒv 

３ｄ 

 

滑動に対する安全率Ｆsは、次式により評価すること。 

 

  Ｆs＝           ＝  

 

    ＝          ≧１．５（常時）、１．０（大地震時） 

 

      ΣＶ：底版下面における全鉛直荷重 ［ＫＮ／ｍ］ 

ΣＨ：底版下面における全水平荷重 ［ＫＮ／ｍ］ 

   Ｗ ：自重 ［ＫＮ／ｍ］ 

ＰＶ ：土圧合力の鉛直成分 ［ＫＮ／ｍ］ 

ＰＨ ：土圧合力の水平成分 ［ＫＮ／ｍ］ 

   μ ：擁壁底版と基礎地盤の間の摩擦係数 

 

 ［沈下等に対する検討］ 

   擁壁に作用する鉛直力は基礎地盤によって支持されるが、基礎地盤の支持力が不足すると底 

版のつま先又はかかとが基礎地盤にめり込むような変状を起こすおそれがある。 

擁壁の基礎地盤の支持力に対する安定性の検討は、以下の手順により行うこと。 

 

①地盤反力度の算出 

地盤反力度は次式により求める。 

 

ａ)合力作用点が底版中央の底版幅１／３の中にある場合 

 

           ｑ1＝  ・１＋ 

 

ｑ2＝  ・１－ 

 

ｑ1：擁壁の底面端部で生じる地盤反力度［ＫＮ／㎡］ 

ｑ2：擁壁の底面端部で生じる地盤反力度［ＫＮ／㎡］ 

Ｒv：底版下面における全鉛直加重［ＫＮ］ 

ｅ：偏心距離［ｍ］ 

Ｂ：底版幅［ｍ］ 

 

ｂ）合力作用点が底版中央の底版幅２／３の中にある場合 

 

               ｑ1＝ 
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４Ｒv 

Ｂ 

ｑ1      ｑu 

ｑ2      Ｆs 

 

 

Ｃ）合力作用点が底版中にあり、かつ底版中央の底版幅２／３の外にある場合 

 

ｑ1＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３－８ 擁壁底面の地盤反力分布 

 

②地盤支持力に対する検討 

上記①で求められたｑ1およびｑ2は、次式を満足しなければならない。 

  

≦ｑa＝ 

   

ｑa：地盤の許容支持力度［ＫＮ／㎡］ 

ｑu：地盤の極限支持力度［ＫＮ／㎡］ 

Ｆs：地盤の支持力に対する安全率 

（Ｆsは常時で３．０、大地震時で１．０を下回らないこと。） 

地盤の許容支持力度又は極限支持力度は、土質調査や原位置載荷試験を行って求めるこ

とを原則とする。ただし、擁壁見え高さ５ｍ以下の場合は、表４－３－９の値を使用するこ

とができる。この場合、土質を設定した根拠を明示すること。 
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表４－３－９ 地盤の許容応力度 

（単位：ＫＮ／㎡） 

地  盤 
長期応力に対する 

許容応力度 

短期応力に対する 

許容応力度 

岩 盤 １，０００ 

長期応力に対する許容

応力度のそれぞれの数値

の２倍とする。 

固結した砂   ５００ 

土丹盤   ３００ 

密実な礫（れき）層   ３００ 

密実な砂質地盤   ２００ 

砂質地盤（地震時に液状化のお

それのないものに限る） 
   ５０ 

堅い粘土質地盤   １００ 

粘土質地盤    ２０ 

 （建築基準法施行令第９３条、一部加筆修正） 

   国土交通省は、「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の

方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等

を定める件」として、国土交通省告示第１１１３号（平成１３年７月２日）において、以下

の事項を示している。 

 

   １）地盤の調査の方法 

    地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法は、次の各号

に掲げるものとする。 

    ① ボーリング調査 

② 標準貫入試験 

③ 静的貫入試験 

④ ベーン試験 

⑤ 土質試験 

    ⑥ 物理探査 

⑦ 平板載荷試験 

⑧ くい打ち試験 

⑨ くい等載荷試験 

⑩ くい等引抜き試験 

 

   ２）地盤の許容応力度を定める方法 

    地盤の許容応力度を定める方法は、 

① 支持力式による方法 
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② 平板載荷試験による方法 

    ③ スクリューウエイト貫入試験による方法 

    それぞれの方法による算定の詳細については、『盛土等防災マニュアルの解説〔１〕（盛

土等防災研究会編集）』Ⅷ．３．２．１（４）「基礎地盤の許容応力度（許容支持力度）」

によるものとする。 

    上記以外の地盤調査方法については、別途協議すること。（例：ミニラムサウンディング

試験） 

    なお、簡易支持力測定器（キャスポル）については、現場での施工管理用又は従来の原位

置載荷試験の補完用測定機器であるので基本的に認めない。 

 

４ 部材の応力 

 

【政令】（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造） 

 第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構 

造計算によって次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。 

一～四 略 

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。 

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの

許容応力度を超えないことを確かめること。 

二～四 略 

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。 

一 略 

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築

基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第九十条（表一を除く。）、第九十一

条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関す

る部分の例により計算された数値擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力

については、実況に応じて計算された数値 

三 略 

 

 

【建築基準法施行令】 

（鋼材等） 

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 
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表一 
種類 許容応

力度 

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一

平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度

（単位 一平方ミリメートルにつき

ニュートン） 

 圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断 

炭
素
鋼 

構造用鋼材 F／1.5 F／1.5 F／1.5 F／（1.5√3） 長期に生ずる力に対する圧縮、引張

り、曲げ又はせん断の許容応力度の

それぞれの数値の一・五倍とする。 

ボルト 黒皮 ― F／1.5 ― ― 

仕上げ ― F／1.5 ― F／2（F が二四

〇を超えるボル

トについて、国

土交通大臣がこ

れと異なる数値

を定めた場合

は、その定めた

数値） 

構造用ケーブル ― F／1.5 ― ― 

リベット鋼 ― F／1.5 ― F／2 

鋳鋼 F／1.5 F／1.5  F／（1.5√3） 

ス
テ
ン
レ
ス
鋼 

構造用鋼材 F／1.5 F／1.5 F／1.5 F／（1.5√3） 

ボルト ― F／1.5 ― F／（1.5√3） 

構造用ケーブル ― F／1.5 ― ― 

鋳鋼 F／1.5 F／1.5 F／1.5 F／（1.5√3） 

鋳鉄 F／1.5 ― ― ― 

この表において、F は、表一に規定する基準強度を表すものとする。 

表二 
種類 許容応力度 長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 

一平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 

一平方ミリメートルにつきニュートン） 

圧縮 引張り 圧縮 引張り 

 せん断補強

以外に用い

る場合 

せん断補強

に用いる場

合 

せん断補強

以外に用い

る場合 

せん断補強

に用いる場

合 

丸鋼 F／1.5（当

該数値が一

五五を超え

る場合に

は、一五

五） 

F／1.5（当

該数値が一

五五を超え

る場合に

は、一五

五） 

F／1.5（当

該数値が一

九五を超え

る場合に

は、一九

五） 

F  F F（当該数値

が二九五を

超える場合

には、二九

五） 

異形

鉄筋 

径二十八ミ

リメートル

以下のもの 

F／1.5（当

該数値が二

一五を超え

る場合に

は、二一

五） 

F／1.5（当

該数値が二

一五を超え

る場合に

は、二一

五） 

F／1.5（当

該数値が一

九五を超え

る場合に

は、一九

五） 

F F F（当該数値

が三九〇を

超える場合

には、三九

〇） 

径二十八ミ

リメートル

を超えるも

の 

F／1.5（当

該数値が一

九五を超え

る場合に

は、一九

五） 

F／1.5（当

該数値が一

九五を超え

る場合に

は、一九

五） 

F／1.5（当

該数値が一

九五を超え

る場合に

は、一九

五） 

F F F（当該数値

が三九〇を

超える場合

には、三九

〇） 

鉄線の径が四ミリメ

ートル以上の溶接金

網 

― F／1.5 F／1.5 ― F（ただし、

床版に用い

る場合に限

る。） 

F 

この表において、F は、表一に規定する基準強度を表すものとする。 
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（コンクリート） 

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異 

形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定 

めた場合は、当該数値によることができる。 

 
長期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一
平方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許容応力度（単位 一
平方ミリメートルにつきニュートン） 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 
F／3 F／30（F が二一を超え

るコンクリートにつ
いて、国土交通大臣が
これと異なる数値を
定めた場合は、その定
めた数値） 

〇・七（軽
量骨材を使
用するもの
に あ っ て
は、〇・六） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断
又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍
（F が二一を超えるコンクリートの引張り及び
せん断について、国土交通大臣がこれと異なる
数値を定めた場合は、その定めた数値） 

この表において、Fは、設計基準強度（単位 一平方ミリメートルにつきニュートン） 

 

 

【建設省告示第 2464 号】 

 鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件（平成 12年 12 月 26 日） 

第一 鋼材等の許容応力度の基準強度 

一 鋼材等の許容応力度の基準強度は、次号に定めるもののほか、次の表の数値とする。 

 

鋼材等の種類及び品質 
基準強度（単位 一平方ミリメ
ートルにつきニュートン） 

（略） （略） 

異形鉄筋 

 SDR 二三五 二三五 

 SD 二九五 A 
二九五 

 SD 二九五 B 

 SD 三四五 三四五 

 SD 三九〇 三九〇 

（略） （略） 

この表において、（略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及び SD 三九〇は、JISG 三一一二
（鉄筋コンクリート用棒鋼）一一九八七にさだめる（略）SD 二九五 A、SD 二九五 B、SD 三四五及
び SD三九〇を、（略）それぞれ表すものとする。（略） 

 

 

審査基準 

・ 政令等に基づき設計すること。 

 

［許容応力度］ 

① 鋼材の許容応力度 

鋼材の許容応力は、建築基準法施行令第９０条（表４－３－1０）によるものとする。 
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表４―３－１０ 部材等の許容応力度 

許容応力度 

 

 

 

 

種類 

長期に生ずる力に対する許容応力度（単位１平

方ミリメートルにつきニュートン） 

短期に生ずる力に対する許

容応力度（単位１平方ミリ

メートルにつきニュート

ン） 

圧 縮 

引張り 

圧

縮 

引張り 

せん断補強以

外に用いる場

合 

せん断補強に用

いる場合 

せん断

補強以

外に用

いる場

合 

せん断補強

に用いる場

合 

異

形

鉄

筋 

径 28 ミ

リメー

トル以

下のも

の 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 215

を超える場合

には、215） 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 215

を超える場合

には、215） 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 195

を超える場合

には、195） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数

値が 390 を

超える場合

には、390） 

径 28 ミ

リメー

トルを

超える

もの 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 195

を超える場合

には、195） 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 195

を超える場合

には、195） 

Ｆ÷1.5（当

該数値が 195

を超える場合

には、195） 

Ｆ Ｆ 

Ｆ（当該数

値が 390 を

超える場合

には、390） 

 この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度（単

位 1平方ミリメートルにつきニュートン）を表すものとする。 

「建築基準法施行令第９０条 表２より抜粋」 

上表の基準強度Ｆは、平成１２年１２月２６日建設省告示第２４６４号によるものとする。 

 

表４－３－１１ 鋼材等の許容応力度の基準強度 

鋼材等の種類及び品質 
基準強度 

（単位１平方ミリメートルにつきニュートン） 

異形鉄筋 

ＳＤ２９５ ２９５ 

ＳＤ３４５ ３４５ 

ＳＤ３９０ ３９０ 

「鋼材等及び溶接部の許容応力度並びに材料強度の基準強度を定める件 表１より抜粋」 
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表４－３－１２ 鉄筋の許容応力度 

（Ｎ/㎟） 

 長期 短期 

引張及び圧縮 せん断補強 引張及び圧縮 せん断補強 

ＳＲ２３５ １６０ １６０ ２３５ ２３５ 

ＳＲ２９５ １６０ ２００ ２９５ ２９５ 

ＳＤ２９５ ２００ ２００ ２９５ ２９５ 

ＳＤ３４５ 
２２０ 

（＊２００） 
２００ ３４５ ３４５ 

ＳＤ３９０ 
２２０ 

（＊２００） 
２００ ３９０ ３９０ 

溶接金網 ２００ ２００ - ２９５ 

※Ｄ２９以上の径に対しては（）内の数値とする。 

（参考）鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 許容応力度設計法(１９９９)日本建築学会 

 

② コンクリートの許容応力度 

コンクリートの許容応力度は、建築基準法施行令第９１条（表４－３－１３）によるものと

する。 

表４－３－１３ コンクリートの許容応力度 

長期に生ずる力に対する許容応力度 

(単位１平方ミリメートルにつきニュートン) 

短期に生ずる力に対する許容応力度 

(単位１平方ミリメートルにつきニュートン) 

圧縮 引張り せん断 付着 圧縮 引張り せん断 付着 

Ｆ÷3 

Ｆ÷30（Ｆが 21を超える

コンクリートについて、

建設大臣がこれと異なる

数値を定めた場合は、そ

の定めた数値） 

0.7（軽量

骨材を使用

するものに

あつては、

0.6） 

長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん

断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の

2倍（Ｆが 21 を超えるコンクリートの引張

り及びせん断について、建設大臣がこれと異

なる数値を定めた場合は、その定めた数値）

とする。 

この表において、Ｆは、設計基準強度（単位１平方ミリメートルにつきニュートン）を表すも

のとする。 

 「建築基準法施行令第９１条 表より抜粋」 

ただし、異形鉄筋を用いた付着については、平成１２年５月３１日建設省告示第１４５０号 

によることができるものとする。 
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表４－３－１４ コンクリートの付着に対する長期に生ずる力に対する許容応力度 

及び短期に生ずる力に対する許容応力度 

第１ 「コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件」

より抜粋 

鉄筋の使用位置 

設計基準強度（単位１平方ミリメートルにつきニュートン） 

２２．５以下の場合 ２２．５を超える場合 

（一） 

フーチング等水平部 

（鉄筋の下に３０cm

以上のコンクリート

を打つ場合） 

 

 

 

 

（二） 壁等立上り部   

この表において、Ｆは、設計基準強度を表すものとする。 

二 短期に生ずる力に対する付着の許容応力度は、前号に定める数値の２倍の数値とする。 

 

第２ 令第９１条第１項に規定する設計基準強度が１平方ミリメートルにつき２１ニュートンを

超えるコンクリートの長期に生ずる力に対する引張り及びせん断の各許容応力度は、設計基準

強度に応じて次の式により算出した数値とする。ただし、実験によってコンクリートの引張り

又はせん断強度を確認した場合においては、当該強度にそれぞれ３分の 1を乗じた数値とする

ことができる。 

 

 

 

この式において、Ｆs 及びＦは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

Ｆs：コンクリートの長期に生ずる力に対する許容応力度（単位１㎟につきＮ） 

Ｆ ：設計基準強度（単位１㎟につきＮ） 

 

【留意事項】 

〇 鉄筋コンクリート擁壁の躯体に用いるコンクリートの基準強度は、４週強度２４Ｎ／㎟以 

  上とすること。また、無筋コンクリート擁壁の躯体に用いるコンクリートの基準強度は、 

４週強度１８Ｎ／㎟以上とすること。 

 〇 躯体に用いる鉄筋は、ＳＤ３４５を標準とすること。また、鉄筋径はＤ１３以上を標準と

すること。 

 〇 道路等公共・公益的施設にかかる擁壁については、各管理者と別途協議すること。 

１ 

１５ 
Ｆ ２ 

７５ 
0.9＋ Ｆ 

１ 

１0 
Ｆ 1.35＋ 

1 

25 
Ｆ 

Ｆs＝０．４９＋
Ｆ 

１00 
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［躯体の設計］ 

各部材に発生するモーメント及びせん断力により擁壁が破壊しないこと。 

  

①無筋コンクリート 

任意の断面について、コンクリートの応力度σc 及びコンクリートせん断応力度τc が

以下の式を満足するよう設計すること。      

 

        σc＝     ≦σcat 

 
 
        τc＝   ≦τca 
 

   ここに Ｍ：任意の断面に作用する外力による単位幅当たりの曲げモーメント［Ｎ･mm／ｍ］ 

       Ｚ：任意の断面における単位幅当たりの断面係数［㎜３／ｍ］ 

       σcat：コンクリートの許容曲げ引張応力度［Ｎ／㎟］ 

        Ｓ：任意の断面に作用する外力による単位幅当たりのせん断力［Ｎ／ｍ］ 

             Ａ：任意の断面の単位幅当たりの断面積［㎡／ｍ］ 

            τca：コンクリートの許容せん断応力度［Ｎ／㎟］ 

 

②鉄筋コンクリート 

任意の断面について、以下の式で応力度を計算し、これらが許容応力度以下であること

を確認すること。  

コンクリートの圧縮応力度に関して 

 

   σｃ=              <σｃａ 

 

鉄筋の引張り応力度に関して 

 

σｓ=              <σｓａ 

 

コンクリートのせん断応力度に関して 

 

τｃ=              <τｃａ 

 

σｃ ：コンクリートの曲げ圧縮応力度 ［Ｎ／㎟］ 

σｃａ ：コンクリートの許容曲げ圧縮応力度［Ｎ／㎟］ 

σｓ ：鉄筋の引張り応力度［Ｎ／㎟］  

σｓａ ：鉄筋の許容引張り応力度［Ｎ／㎟］  

Ｍ 

Ｚ 

Ｓ 

A  

２Ｍ 

Ｋ・Ｊ・ｂ・ｄ2 

Ｍ 

Ａs・Ｊ・ｄ 

Ｓ 

ｂ・Ｊ・ｄ 
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As 

ｂ・ｄ 

Ｋ 

３ 

τｃ ：コンクリートのせん断応力度［Ｎ／㎟］ 

τｃａ ：コンクリートの許容せん断応力度［Ｎ／㎟］ 

Ａs  ：鉄筋量 ［㎟］ 

ｄ  ：部材断面の有効高 ［㎜］ 

Ｋ  ：鉄筋コンクリートに関する係数 

 

         Ｋ＝√ ２ｎ・ｐ＋（ｎ・ｐ）2 －ｎ・ｐ 

 

         ただし、ｐ＝     ｎ＝１５ 

 

ｊ  ：ｊ＝１－ 

 

ｂ  ：単位幅（mm） 

 

【留意事項】 

 〇 片持梁式は、縦壁及び底版を片持スラブとみなす。 

  〇 控え壁式は、縦壁及び底版を三辺固定のスラブとし、控え壁は、片持梁（変断面）とみな 

す。 

 〇 重力式は、躯体断面に引張力が生じないこととすること。  


